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測量法（抄） 
 

昭和２４年 ６月 ３日法律第１８８号    

令和 元年 ６月１４日法律第３７号改正まで 

 

（目  的） 

第 １ 条 この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実

施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施

に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者

の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量

の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。 

 

（測  量） 

第 ３ 条 この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含

むものとする。 

（基本測量） 

第 ４ 条 この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行う

ものをいう。 

（公共測量） 

第 ５ 条 この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に

関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で

定めるものを除く。 

一 その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量 

二 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通

大臣が指定するもの 

イ 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業 

ロ その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他

の助成を受けて行われる事業 

（基本測量及び公共測量以外の測量） 

第 ６ 条 この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量

成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量（建物に関する測量その他の局地的測量又

は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。）をいう。 

 

（測 量 業） 

第１０条の２ この法律において「測量業」とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外

の測量を請け負う営業をいう。 

（測量業者） 

第１０条の３ この法律において「測量業者」とは、第５５条の５第１項の規定による登録を受けて測

量業を営む者をいう。 
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（届 出 等） 

第４６条 基本測量及び公共測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定

めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、測量の正確さを確保するため必要

があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る基本測量及び公共測量以外の測量

の実施について必要な勧告をすることができる。 

３ 国土交通大臣は、前項の規定により勧告をするに当たつては、当該届出に係る基本測量及び公共測

量以外の測量の実施を妨げることとならないよう当該勧告の内容について特に配慮しなければならな

い。 

 

（測量士及び測量士補） 

第４８条 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第４９条の規定に従い登録された測量

士又は測量士補でなければならない。 

２ 測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。 

３ 測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。 

（測量士及び測量士補の登録） 

第４９条 次条又は第５１条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測

量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測

量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。 

２ 測量士名簿及び測量士補名簿は、国土地理院に備える。 

 

（測量業者の登録及び登録の有効期間） 

第５５条 測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受け

なければならない。 

２ 前項の登録の有効期間は、５年とする。 

３ 第１項の登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければ

ならない。 

４ 〔略〕 

 

（無登録営業の禁止） 

第５５条の１４ 第５５条の５第１項の規定による登録を受けない者は、測量業を営むことができない。 

 

（測量業等とみなす場合） 

第５９条 委託その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契

約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律の規定を適用

する。 

 

第６１条の２ 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処す

る。 

一 第５５条の１４の規定に違反して登録を受けないで測量業を営んだ者 

二 第５７条第２項の規定による営業の停止の処分に違反して測量業を営んだ者 
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三 不正の手段により第５５条の５第１項の規定による登録を受けた者 

第６２条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

一 基本測量若しくは公共測量に従事する者又はその他の者で、基本測量又は公共測量の測量成果を

して、真実に反するものたらしめる行為をした者 

二 第４８条第１項の規定に違反した者 

三 〔略〕 


